
大気環境学会分科会に関する内規 

 

 

平成 25 年 3 月 21 日 常任理事会決定 

平成 27 年 3 月 20 日 常任理事会改定 

 

1. 会員の一部有志の自発的提案により組織、運営される研究グループで、常任理事会で承認

を受けたものを分科会とする。 

2. 分科会は、 6 名以上の大気環境学会会員で構成される幹事団を必要とし、その活動期間

は 2 年間とする。また、幹事の重複は 2 分科会を限度とし、 45 歳以下の幹事の登用を勧

める。継続申請を行う場合は、代表者は交代するものとする。 

3. 分科会の申請にあたっては、①分科会名称、②代表者氏名、所属・連絡先③幹事氏名、所

属・連絡先、④設立目的、⑤活動内容及び年次計画を記した書面を提出しなければならない

（継続申請の場合は、⑥過去の活動実績）。 

4. 分科会は、活動期間中に年会時の講演会以外に少なくとも 1 回は全国規模の会合を開催

すること。分科会は研修会や講習会などを行う ことができる。これらの活動状況は毎年実

施報告書として会長あて提出すること。 

5. 分科会は、（公社）大気環境学会の名称を用いて、財団等への研究助成申請あるいは研究事

業の受託を行う事ができる。ただし、実施に当たり 事前に常任理事会の承認を必要とする。 

6. 分科会は、講演会参加者情報の把握、ホームページの運営、総説執筆等を行い、 分科会の

活性化を行うこと。 

7. 分科会への学会からの活動資金援助は、一定額を限度とする実費清算方式とする。 

8. 分科会の活動については、 大気環境学会誌等に投稿し会員に告知しなければならない。 

9. この内規の改廃は、常任理事会の決議を経て行う。 


